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７ 関係団体及び周辺市町との連携 
 
（１）全国組織 
ア．全国基地協議会 

駐留軍及び自衛隊が所在する全国の地方公共団体をもって昭和３０年に組織されて以来、国有提

供施設等所在市町村助成交付金に関する調査研究並びにその具体的解決方策を強力に推進するこ

とを目的として関係予算の獲得運動などを含め次の事業に取り組んでいる。 
◎事業 
１．国有提供施設等所在市町村の実態調査並びに研究 
２．国有提供施設等の所在に伴う税収の欠陥に関する対策 
３．その他本会の目的達成に必要なこと 

◎加盟団体数及び組織 
平成２７年７月現在、２３３都市町村（１都１６１市７１町村）が加盟しており、会長（１名）、

副会長（７名）、理事（１８名）、監事（２名）の役員がいる。役員は加盟団体の長の中から選ばれ

ており、現在、佐世保市長が会長となり運営されている。 
事務所は全国市長会内（東京都千代田区平河町２丁目４番２号）におかれ、全国市長会の社会文

教部が事務局を担当している。 
また、活動については防衛施設周辺整備全国協議会と同一歩調を取っている。 

 
イ．防衛施設周辺整備全国協議会 

防衛施設の所在及びその周辺の地方公共団体をもって昭和４７年に組織され、自衛隊等の行為に

よって生ずる損失の補償、障害の防止及び防衛施設周辺の整備を促進することにより、関係住民の

生活の安定及び福祉の向上を図ることを目的として、関係予算獲得のための運動などを含め次の事

業を行っている。 
◎事業 
１．損失の補償及び障害の防止又は軽減に関する調査研究及びその対策 
２．防衛施設周辺整備に関する調査研究及びその対策 
３．飛行場周辺の安全に関する調査研究及びその対策 
４．その他防衛施設周辺整備に関し、必要と認めた事業 

◎加盟団体数及び組織 
平成２７年７月現在２４３市町村（１５６市８７町村）が加盟しており、会長（１名）、副会長

（７名）、理事（１８名）、監事（２名）の役員がおり、現在、千歳市長が会長となり運営されてい

る。 
活動は全国基地協議会と合同で行っており、全国基地協議会と同様に事務局を全国市長会の社会

文教部が担当している。 
 
ウ．全国市議会議長会基地協議会 

全国の米軍諸施設、自衛隊及び旧軍港等の施設に関係ある市議会議長で組織されており、基地関

係自治体共通の問題の調査、研究並びにその具体的解決方策を推進することを目的として次の事業

を行っている。 
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１．基地施設の所在することによる税収欠陥、特殊財政需要等に関する対策 
２．基地が所在することによる周辺整備対策 
３．その他本会の目的達成に必要な事項 
また、基地が返還された都市に共通する財産処理の対策に関することについての事業並びに国の

関係予算獲得に向けての実行運動等を行っている。 
平成２７年４月現在１９５市町村が加盟しており、横須賀市議会の議長が会長に就任している。 
事務局を全国市議会議長会（東京都千代田区平河町２丁目４番２号）に置き、政務第一部が所管

している。 
なお、関東地区（東京都および神奈川、山梨、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉の各県）の加入市

町村の議会議長で「全国市議会基地協議会関東部会」を組織して同様の活動を行っている。 
 
（２）基地周辺市町の組織 
 
ア．横田基地周辺市町基地対策連絡会 

横田基地周辺の関係市町の連携組織としては、昭和４５年４月に防衛施設が所在することによって

起こる諸問題の調査並びに具体的な解決方策と地域住民の福祉の向上を図ることを目的として、７市

２町の代表者各３名で「立川・横田基地対策協議会」が設置されたが、立川基地の返還に伴い解消さ

れている。 
その後、７市２町の基地対策担当職員で同様の組織をつくり情報交換等を行っていたが、昭和５８

年５月からは、横田基地が所在する５市１町の基地対策担当者で「横田基地周辺市町基地対策連絡会」

を組織し、さらに平成７年４月からは首長を含めた組織に強化して、基地の所在することによって起

こる共通の諸問題の調査研究と地域住民の民生安定と福祉の向上を図るための具体的解決について

の調査研究を行っており、基地に関する情報交換や昭和５８年から始まった米空母艦載機の離着陸訓

練の中止要請等を行い、また、横田基地と同様に基地が所在することによって起こる様々な悩みを抱

える関係市町村への視察研究等を行っている。 
 
イ．横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会 

米軍基地や日米地位協定に対する都民の関心が高まるなか、平成８年５月２７日に都知事が横田基

地周辺の視察を行った。この際、周辺５市１町の首長から東京都と関係市町による連絡会の設置につ

いて、提案し知事もその必要性を感じていたため、その提案を受けて「横田基地に関する東京都と周

辺市町連絡協議会」が平成８年１１月１１日に発足し、東京都と横田基地が所在する周辺市町が密接

に連携し、基地に起因する問題の解決へ向けて協議することにより、住民福祉の向上を図ることを目

的として、最近では、防衛施設周辺対策制度の見直しについての要請をはじめ、様々な要請並びに要

望活動を行っている。 
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（３）国及び東京都等の関係機関 
 
ア．防衛省の仕組み 

基地周辺対策等の実施機関として、防衛省の中に地方防衛局があり、８防衛局が設置されている。

横田基地関係は北関東防衛局が管轄している。 
 
［北関東防衛局］ 

１．所 在 地 埼玉県さいたま市中央区新都心２番地１（郵便番号３３０－９７２１） 
さいたま新都心合同庁舎２号館 
ＴＥＬ ０４８－６００－１８００ 

２．管轄区域 関東上信越の１都７県 
（東京、新潟、群馬、長野、栃木、茨城、埼玉、千葉） 

３．組 織 局長 
次長・防衛補佐官・会計監査官 
総務部 
総務課・会計課・契約課・労務対策官・報道官・訟務官 

企画部 
次長・地方調整課・基地対策室・地方協力基盤整備課・事態対処支援室・ 
施設対策計画課・周辺環境整備課・防音対策課・住宅防音課 

調達部 
次長・調達計画課・建築課・土木課・設備課・通信課・総括建設監督官 

管理部 
業務課・施設補償室・施設管理課・施設取得課 

装備部 
装備企画課・装備第１課・装備第２課・首席検査官 

４．業務内容 地域の理解や協力の確保 
防衛セミナーの開催等、各種事業の説明・調整、事態発生時の対処、事件・

事故発生時の連絡 
地域との調和 
防音工事、移転補償、緑地帯の整備、その他の助成等 

防衛施設の整備 
防衛施設の建設、防衛施設の取得・管理、損失補償

在日米軍関連 
損害賠償、在日米軍従業員の労務管理

装備品の調達等 
入札・契約の適正化 
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１．基地施設の所在することによる税収欠陥、特殊財政需要等に関する対策 
２．基地が所在することによる周辺整備対策 
３．その他本会の目的達成に必要な事項 
また、基地が返還された都市に共通する財産処理の対策に関することについての事業並びに国の

関係予算獲得に向けての実行運動等を行っている。 
平成２７年４月現在１９５市町村が加盟しており、横須賀市議会の議長が会長に就任している。 
事務局を全国市議会議長会（東京都千代田区平河町２丁目４番２号）に置き、政務第一部が所管

している。 
なお、関東地区（東京都および神奈川、山梨、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉の各県）の加入市

町村の議会議長で「全国市議会基地協議会関東部会」を組織して同様の活動を行っている。 
 
（２）基地周辺市町の組織 
 
ア．横田基地周辺市町基地対策連絡会 

横田基地周辺の関係市町の連携組織としては、昭和４５年４月に防衛施設が所在することによって

起こる諸問題の調査並びに具体的な解決方策と地域住民の福祉の向上を図ることを目的として、７市

２町の代表者各３名で「立川・横田基地対策協議会」が設置されたが、立川基地の返還に伴い解消さ

れている。 
その後、７市２町の基地対策担当職員で同様の組織をつくり情報交換等を行っていたが、昭和５８

年５月からは、横田基地が所在する５市１町の基地対策担当者で「横田基地周辺市町基地対策連絡会」

を組織し、さらに平成７年４月からは首長を含めた組織に強化して、基地の所在することによって起

こる共通の諸問題の調査研究と地域住民の民生安定と福祉の向上を図るための具体的解決について

の調査研究を行っており、基地に関する情報交換や昭和５８年から始まった米空母艦載機の離着陸訓

練の中止要請等を行い、また、横田基地と同様に基地が所在することによって起こる様々な悩みを抱

える関係市町村への視察研究等を行っている。 
 
イ．横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会 

米軍基地や日米地位協定に対する都民の関心が高まるなか、平成８年５月２７日に都知事が横田基

地周辺の視察を行った。この際、周辺５市１町の首長から東京都と関係市町による連絡会の設置につ

いて、提案し知事もその必要性を感じていたため、その提案を受けて「横田基地に関する東京都と周

辺市町連絡協議会」が平成８年１１月１１日に発足し、東京都と横田基地が所在する周辺市町が密接

に連携し、基地に起因する問題の解決へ向けて協議することにより、住民福祉の向上を図ることを目

的として、最近では、防衛施設周辺対策制度の見直しについての要請をはじめ、様々な要請並びに要

望活動を行っている。 
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５．防衛施設事務所・出張所 
新潟、前橋、宇都宮、百里、横田、千葉の６防衛施設事務所と小笠原出張所が設

置されており、防衛施設及び周辺対策等に関連する地元における窓口となってい

る。 
 
［横田防衛事務所］ 

１．名 称 北関東防衛局 横田防衛事務所 
２．所 在 地 東京都福生市熊川８６４番地 ０４２－５５１－０３１９ 
３．組 織 

業務第１係 
業務課 業務第２係 

業務第３係 
所  長 次  長 

施設第１係 
施設課 施設第２係 

施設第３係 
首席労務対策調査専門官 
所付専門官 
渉外専門官 
横田防衛事務所専門官 

４．管轄区域 東京都（特別区、清瀬市、伊豆諸島などの島しょ地域を除く）及び埼玉西部地域

の３５市１７町２村  
５．所掌事務 

・米軍及び自衛隊が使用する施設の取得、管理、補償並びに建設工事の連絡・調整等業務 
・基地周辺対策業務 
・地位協定１８条関係（事故補償）賠償業務 
・駐留軍労務者の労務対策関係業務 
・補助金事業関係業務  

６．沿 革 
昭和２４年 ７月 １日 特別調達庁横田監督官事務所として発足 

（福生町福生２，３２８番地） 
昭和２５年 ４月 １日 特別調達庁東京特別調達局横田監督官事務所に改称 
昭和２７年 ４月 １日 調達庁東京調達局横田出張所に改称 
昭和２８年 ８月 １日 調達庁東京調達局横田調達事務所に改称 
昭和３７年１１月 １日 防衛庁設置法の一部を改正する法律が公布され、東京防衛施設局

横田防衛施設事務所となる。 
昭和４７年 ３月 事務所が現在の場所に完成し移転する。 
昭和６２年 ５月２１日 立川防衛施設事務所が、横田防衛施設事務所に統合される。 
平成１２年 ３月 １日 入間川防衛施設事務所が、横田防衛施設事務所に統合される。 
平成１９年 ９月 １日 防衛施設庁東京防衛施設局が防衛省北関東防衛局に改編された

ことに伴い、北関東防衛局横田防衛事務所となる。 
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イ．東京都の基地関係窓口 
東京都における基地関係窓口は、都市整備局基地対策部であり、基地に基因する諸問題の対応に

あたっている。 
また、航空機騒音に係る環境基準の地域指定に関連して、騒音防止の観点から航空機騒音調査を

環境局環境改善部大気保全課が担当している。 
それぞれ、基地対策に関連して、基地対策部では、渉外関係主要都道府県知事連絡協議会（昭和

３７年１月設立）を通じ、関係予算の確保や対策の充実について要望している。 
環境局では、関係省庁（環境省、防衛省、外務省）や基地等に対して、航空機騒音防止対策の推

進に関して要請等をしている。 
市では、東京都市長会を通じ、東京都に対し基地周辺自治体の生活環境整備対策として、関係自

治体との連携・協議を強化するとともに、国に対しても各種の障害防止策や財政援助について積極

的に要請するよう申し入れている。 
なお、都市整備局では基地資料集「東京の基地」、環境局では「航空機騒音調査結果報告書」を

発行しており、今回この資料を参考にさせていただいた。 
 
ウ．一般財団法人 防衛施設協会 

前身である財団法人防衛施設周辺整備協会は、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する諸問題

の解決と改善のため、必要とされる施策についての調査及び研究を行い、その結果を国及び地方公

共団体等の施策に反映させ、また必要な事業の推進に協力し、もって民生の安定及び福祉の向上に

寄与することを目的に、昭和５２年６月１日に全国２４１市町村（当時）の寄付金等を原資として

設立された。 
同協会は、その設立趣旨と活動実績をもとに、公益法人制度改革法の規定に基づき平成２６年４

月に誕生し、次のような事業を行っている。 
 

１．航空機騒音度調査等事業 
航空機騒音度調査等に関する国及び民間からの受託業務 
協会の学術、技術の向上を図るため、同様の研究をしている大学等との研究会の実施等積極 
的な交流 

２．住宅防音等事業 
住宅防音事業の事務手続に係る受託業務 
住宅防音事業に係る補助事業者及び施工業者等からの相談等に対し幅広い支援 
住宅防音実施後の住宅の建具部品等（鍵機能限定）の交換経費の助成 

３．調和事業 
（１）環境保全支援研修事業 
防衛施設周辺整備全国協議会等との共催による基地周辺対策実務中央研修会の実施 
防衛施設周辺の基地協議会等が実施する基地周辺対策実務地方研修会の経費の一部助成 

（２）環境保全対策融和助成事業 
防衛施設周辺市町村若しくは自衛隊等協力諸団体が実施する行事で、自衛隊等と防衛施設周 
辺住民との融和に資する行事等に対し、経費の一部を関係団体に助成 
防衛施設周辺市町村が、学識経験者等を招き実施する各種講演会並びに地域に適応した市民 
活動及び講演会の経費の一部助成 

※上記１～３の項目については、主な事業を列記したものであるが、一般的には、２の住宅防音等事

業が知られている。住宅防音工事についての問合せ等は、市役所並びに横田防衛事務所と防衛施設

周辺整備協会（東京支所）が行っており、工事の申し込みは、北関東防衛局で受付を行い、その後

の助成手続きは、補助事業者から委託を受けた施設周辺整備協会が代行することにより円滑に行わ

れてきたところである。 
しかし、平成２２年度に行われた公益法人関係を対象とした行政刷新会議の事業仕分けにおいて、
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５．防衛施設事務所・出張所 
新潟、前橋、宇都宮、百里、横田、千葉の６防衛施設事務所と小笠原出張所が設

置されており、防衛施設及び周辺対策等に関連する地元における窓口となってい

る。 
 
［横田防衛事務所］ 

１．名 称 北関東防衛局 横田防衛事務所 
２．所 在 地 東京都福生市熊川８６４番地 ０４２－５５１－０３１９ 
３．組 織 

業務第１係 
業務課 業務第２係 

業務第３係 
所  長 次  長 

施設第１係 
施設課 施設第２係 

施設第３係 
首席労務対策調査専門官 
所付専門官 
渉外専門官 
横田防衛事務所専門官 

４．管轄区域 東京都（特別区、清瀬市、伊豆諸島などの島しょ地域を除く）及び埼玉西部地域

の３５市１７町２村  
５．所掌事務 

・米軍及び自衛隊が使用する施設の取得、管理、補償並びに建設工事の連絡・調整等業務 
・基地周辺対策業務 
・地位協定１８条関係（事故補償）賠償業務 
・駐留軍労務者の労務対策関係業務 
・補助金事業関係業務  

６．沿 革 
昭和２４年 ７月 １日 特別調達庁横田監督官事務所として発足 

（福生町福生２，３２８番地） 
昭和２５年 ４月 １日 特別調達庁東京特別調達局横田監督官事務所に改称 
昭和２７年 ４月 １日 調達庁東京調達局横田出張所に改称 
昭和２８年 ８月 １日 調達庁東京調達局横田調達事務所に改称 
昭和３７年１１月 １日 防衛庁設置法の一部を改正する法律が公布され、東京防衛施設局

横田防衛施設事務所となる。 
昭和４７年 ３月 事務所が現在の場所に完成し移転する。 
昭和６２年 ５月２１日 立川防衛施設事務所が、横田防衛施設事務所に統合される。 
平成１２年 ３月 １日 入間川防衛施設事務所が、横田防衛施設事務所に統合される。 
平成１９年 ９月 １日 防衛施設庁東京防衛施設局が防衛省北関東防衛局に改編された

ことに伴い、北関東防衛局横田防衛事務所となる。 
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従来の事務費補助は廃止すべきとの結論から、平成２３年度以降の実施方法については、住宅防音

工事の補助金助成を受ける住民の方の申請事務手続等をサポート（支援）する事業者について、一

般競争入札に附し委託契約業者を決定する手続きを実施している。 
市では基地対策特別委員会等を通じて、この住宅防音工事の手続きに関して、市民及び地方自治

体の負担増大につながることなく、引き続き円滑に行えるよう要望しているところである。 
 

◎本 部 〒 － 東京都港区芝３－４１－８ 駐健保会館３Ｆ

◎東京支所 〒 － 東京都町田市森野１－３３－１１ 町田森野ビル４Ｆ ‐
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